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研究成果の概要（和文）：　本研究は、思想史研究としての「戦後の読み直し」という課題に、占領期像を組み
込むことで、帝国の収縮や東アジア世界からの分断、接触領域の多元化、地域の女性史研究、戦争認識論などの
成果との架橋を試みた。思想史の方法で言説のズレを摘出したことに加え、日米間あるいは国家間に偏りがちな
占領期のアクターを地域の生活史研究へと広がるなど新たな方法論的視座が獲得できた。乱反射的な接触領域が
形成される、多文化受容と摩擦の時代であり、帝国の記憶の変容と戦後日本の歴史認識にとっての占領期という
観点を明らかにした。　

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research was to investigate the history of Occupied 
Japan Era as the Contact Zone. Through new documents　we found out contact space and cultural 
contact during the occupation period. As a result of this study, we gained a new perspective to the 
“Collective Memory” or“ Public history” which closely related to Occupied Japan society and the 
Intellectual History. 

研究分野： 戦争と占領の記憶をめぐる文化研究、ジェンダー研究

キーワード： 日本占領　他者認識　戦後女性史　アーカイブ論

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究が明らかにした点は、占領期認識を近年の史料発掘や調査で得た成果を通じ「戦後の読み直し」という学
術課題に、占領期像を組み込むことで、帝国の記憶の変容と戦後日本の歴史認識にとっての占領期の持つプレゼ
ンスを問い直した点であるが、地域の女性史研究、戦争認識論などの成果との架橋を試みるとともに、史料の持
つ多様性や史料の発話の位置とそのズレ、言語間のズレなどアーカイブ思想史的な検討を組み込んだ点は戦後史
の史料論としても社会的意義を持つと考える。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 
  
本研究の目的は、「戦後」の読み直しを目指している。これは、近年での思想史や文化史研究が
取り組んできた課題に対してアプローチを試みたものであるが、その際、本研究では、戦争認識
研究や占領期研究の蓄積をふまえる、という方法論的な新たな試みを行ったものであり、代表者
がこれまで従事してきた占領期を帝国日本と戦後日本の歴史認識をめぐるターニングポイント
と考える研究を発展させた試みである。 
 占領期をめぐる研究は、近年注目のあつまる「戦後」像に比べ、思想史歴史認識の学術対象と
しての言及は少ない、ということに注目した。この一方で、歴史文化研究の対象としての占領期
研究は、2000 年代前後での米国日本学研究の思想文化史的潮流の研究や、旧来のオリエンタリ
ズム的な日本像を批判した新たな政治文化研究の潮流においても、日米間の鏡像関係、非対称的
な日米二国間関係を前提とする前提にあり、東京・占領初期に偏る傾向にあった。  
 
２．研究の目的 
 
 占領期のイメージそのものは、「戦後レジームからの脱却」といったような現実の政治課題に
消費されがちであるが、改めて思想・文化研究としての検討が必要かつ可能な段階にあると考え
る。近年の文化研究では、ミリタリズムによるデミリタリズムの持つ構造的な限界に加え、戦争
と戦後のあいだにあった、まさに休戦期としての日本占領期という世界史的な意味づけも明確に
なってきている。他方で、戦時下の日本社会へのアプローチが様々な領域で積み重ねられてきた
ことに対し、占領期とは戦後社会の記憶からほとんど抜け落ち、ことに、朝鮮戦争の前線となっ
て再編された、占領後期での西日本の経験と記録は、戦後認識に位置づけられてはいない。本研
究は、研究代表者が行ってきた戦争の記憶文化に関わる成果（例えばその成果の一部は『占領期・
占領空間と戦争の記憶』有志舎、2013 年、本文 378 頁）等をふまえ、占領期像を、帝国の収縮
や東アジア世界からの分断、接触領域の多元化など、乱反射的な接触領域が形成される、多文化
受容と摩擦の時代として再考し、新たな占領期認識カテゴリーの構築をめざす。 
 
３．研究の方法  
 
 上記の研究状況の一方、占領期研究は近年、資史料の整備や公開が飛躍的に進み、時空間をめ
ぐる歴史認識の再考や多言語多形態の史資料分析が可能であるなど、これらをアーカイブ論もふ
まえたテキスト分析として「読む」方法を用いた。その方法は、米軍—日本政府—地方行政（米軍
地方軍政部）—地域史料の重層的関係を解明し、出来事の記録の言説分析を通じて伝達通路を介
した文言のズレ、解釈の変遷・共有を明らかにし、文献研究としての戦争の記憶論を構築する方
法による。占領期をめぐる文献研究、とくに思想史的なテキストクリティークの方法に立つと、
占領期の史料群は、日本の国内の伝達機関間であれ、多言語間であれ、文書の送信側と受信側の
あいだにズレがあり、いわゆる間テキストとして読み解く可能性と魅力をもっている。こうした
これまでの研究成果による見通しをふまえ、本研究では特に新たな方法論的な試みとして、占領
後期および西日本の都市の経験をめぐるテキスト群に焦点をあて、史料博捜も行い、思想史・文
化史研究の新たな対象と方法の模索につとめた。 
 
４．研究成果 
 
 地方の占領をめぐる文化研究は本研究が着手する期間においても、様々な研究が急速に
進んだ。文化研究においては、何を史料として考えるのか、アーカイブ状況も含め、その
読み解きが改めて深化してきた状況にある。特に、現在での地域占領の文化研究としての
歴史文献状況について、当科研期間中に刊行され、地域占領をめぐる文化史思想史研究の
金字塔とでもいえる、西川祐子『古都の占領』（平凡社,2017）は、代表的な作品となり、
本研究成果においても、公開研究会等、議論を重ねる機会を持ったが、同時に、同研究が
立脚しているアーカイブ及びその利用可能な状況は、実は特異であるのも実情だ。通常、
地域占領期を考えるうえで、「京都」ほど条件的に恵まれた場所はない。 
 こうした直近の先行研究の成果も意識しながら、本研究では、占領期を考えるうえでの
基本的資料としての SCAP 文書、地域の行政資料としての県庁文書、雑誌研究としてのプラ
ンゲ文庫、地域新聞資料等ほか、社史などの多様な諸団体の刊行物に加え、米国国立公文
書館の史料や文献、写真記録ほか、オーストラリア戦争記念館所蔵の BCOF 史料も含めた記
録資料、またこれらを収集してきた自治体史史料など総合的な史料収集の可能性やアーカ
イブ状況も含め、それらの史学思想史的状況もふまえ、言説分析を行った。また西日本を



中心に、朝鮮戦争以後での「駐留軍」像と隠蔽される記憶の事例にも留意する一方、イギリス連
邦軍関係の資史料や経験、呉市史や鳥取県史などの自治体での作業や研究会との連携を強め、前
者については、写真史料などの情報交換も行い、史料の対象を広げることで、占領期の時空間と
そのアクターおよびその関係性を多角的にとらえたる作業につとめた。 
 これらを思想史研究が蓄積させてきたテキスト分析によって読み解き、空間論的転回以後の戦
争の記憶を検討する手法によって、米国とその「典型的」従属者日本像を再考する作業を行い、
アーカイブ論にふみこんだ史学思想史的観点もふまえた戦後認識としての占領期像の再考の可
能性を提起した。  
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